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日本の公害規制の特異性と

未完成な環境管理規制体系の形成

激甚公害克服のための特異な公害規制の仕組みをその

まま維持と未完成なままの環境管理規制体系の形成－

公害と環境というこ元性をもっ日本の環境汚染規制法一一
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一問題の所在一一排出口主義

環境基本法は環境管理法の形成を目指してい

るが，その傘下にある大気汚染防止法の健康リ

スクと水質汚濁防止法の環境リスクそれぞれの

縮減は主に行政措置で行われており，公害防止

措置を含め体系化されたワスク縮減法となって

いない。その原因は，昭和 45年に全面改正さ
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れた大気汚染防止法と同年に制定された水質汚

濁防止法が，激甚公害の克服という政策命題の

下に制度設計されたりことにあると思われる。

それは，大気汚染防止法では「排出口」（水質

汚濁防止法では「特定事業場（工場又は事業

場）の排水口」）から基準値を超える排出（水

質汚濁防止法では排出水の排出）行為を規制し，

その基準値遵守を直罰で強化する方式（「排出

口主義」）をとった。そして，環境基準未達成

地域において大気汚染防止法では硫黄酸化物と

窒素酸化物の指定ばい煙（水質汚濁防止法では

汚濁負荷量）の総量規制制度を導入し，民法の

特別規定として無過失責任，共同不法行為を適

用する場合のしんしゃく及び3年の短期消滅時

効を規定した。

それは事業者に対して一定の基準以下の遵守

を徹底化することにより，基準値を境に事業活

動自由の領域と健康・生活環境被等に影響があ

るとして制限される領域とを峻別する効果をも

たらした。これは事業活動のレッセフェール原

則に沿うものでもあったの。

そして激甚公害が一応治まヮた後もその克服

のためにとられたそのような措置が維持され，

基準遵守の絶対性を相対化して環境リスク縮減

を行うための包括的な規制体系にスムーズに移

行することを難しくしたとされている3〕。



60 日本の公害規制の特異性と未完成な環境管理規制体系の形成

付記 ：「排出口」について

大気汚染防止法が 2条7項で「排出口」を定

義した重要性に気付いたのは，西尾哲茂「特別

寄稿公害国会から 40年，環境法における規

制的手法の展望と再評価一一先導的な環境法を

求めて，苦心惨憶の変容 （モデフィケーショ

ン）」（季刊環境研究 158号 2010年， 154～166

頁）であった。ところが，既に，北村喜宣教授

が著書 「環境法第 3版」（弘文社 2015年）340 

～341頁において， 水質汚濁防止法の排水基準

の規制強化 として平均値主義を廃して排水口ご

とに遵守義務を課す個別排出口主義を採用した

こと，同 394頁で「voe規制が排出口主義で

あ （る）」ことに言及さ れていた。

ただ， 拙稿では，排出口 （水質汚濁防止法で、

は「特定事業場の排水口」） を定義したことで，

そこから基準値を超える排出（水質汚濁防止法

では排出水の排出） 行為の基準値遵守に直罰の

適用を可能にしたこと，その改善目標としての

環境基準が設定され，その未達成地域に対して

総量規制が導入されること，さらに無過失責任

に因果関係の推定を含 まず過失の挙証責任の転

換にとどめたことなどの意図，それらが，激甚

公害克服のための一連の措置 とみている。その

基となったのが 「排出口」を定義したことにあ

るとみて，「排出口主義」を考えた。

注

1) 北村喜宣教授は，その著書 『環境法 第3版」
（弘文堂2015年）（以下 「北村環境法」） 400頁に
おいて 「水質汚濁防止法もそう であるが，大気汚
染防止法の基本制度設計は，1970年代の時代状況
を前提にしている。」と指摘している。

2), 3) 環境省プロパーで初めて同省事務次官に就
任した西尾哲茂教授は， 季刊環境研究158号
(2010年）の「特別寄稿公害国会から 40年， 環
境法における規制的手法の展望と再評価一一先導
的な環境法を求めて， 苦心惨憎の変容 （モデフ ィ
ケーシ ョン）， 以下 『西尾論文 158号』1163頁に
おL、て 「エン ドオ ブ‘パイプアプローチを重視する
と， 畢寛，排出規制・抑制は， “ここまではよい，
ここからはダメ”という風に二値的になることが
避けがたいうらみがあった。このこ とが相対的な
リスク概念に基づいた対応を採り難 くし， 環境 リ

スクの管理が後手に回った感がある。」 と述懐して
いる。これは 「事業者からすれば，煙突や排水口，
敷地境界などでの一般環境に出る際の規制さ え守
れば，そこにある工程では，生産の量，生産性の
性状，燃料の景 ・性状，対策等の内容は，事業者ー
が自由に選択でき るこ ととなり，まさにレ ッセ フ
ェーノレの原則に沿ったものとなる。」（同 157頁）。
そして， 「環境規制l法を拡張するという文脈で考え
たと きは， 企業経営の企画 ・運営や，取引に容唆
することには，事業者や関係省庁の大きな抵抗が
あった」と述べている（「統・公害国会から 40年，
環境における規制手・法の展望と再評価」 季刊環境
研究 159号（2010年〉 （以下「続・ 西尾論文159
号」）104頁）。

そこで，環境基本法下で「公害という アブノ ー
マノレなもの」（西尾哲茂 ・石野耕也 「環境基本法の
意義と課題」環境法大系，商事法務2012年，399
頁〉 から 「環境」 へ脱皮するため，「以上述べてき
たように，様々粘り強く現実対応を図ってきたが，
その結果，よく言えば創意工夫に止まり，エンド
オプアプロ ーチによる公害規制法を包摂する環境
管理法制のクリアな枠組みを与えること まではで
きた とは言ぃ難い。」と述べている（「西尾論文
158号」 162頁）。

二激甚公害克服の法政策の対象としての公害概念

1. 法的に定義さ れた公害概念

(1) 公害問題

北村喜宣教授は，その著書『環境法第 3服』

弘文堂平成 27(2015）年 400頁で「水質汚濁

防止法も そうであるが，大気汚染防止法の基本

制度設計は， 1970年代（昭和 35年～45年）の

時代状況を前提としている。」 と述ぺている4）。

それは，公害が社会問題化した時代であ った。

昭和 56年に出版された名著『環境法」（原田尚

彦著，弘文堂， 以下「原田公害法」）では，「戦

後のわが国は，……あまりに も急テ ンポの経済

成長の歪みとして環境破壊がおびただしく， 昭

和 30年代後半以降のわが国では，公害問題の

原点といわれる水俣病をはじめ，全国各地の工

場地帯で悲惨な公害病が発生し（た）」（原田公

害法 3頁）。 「こうした深刻な公害の拡大が，人

びとの関心を好むと好まざると にかかわらず，

公害に集め，環境保全の必要性が “公害問題と

いう先鋭的なかたち” をと って鋭く提起される

ことにな（り）」（同 2頁）。「公害被害の救済が

緊急の解決を要すべき，最も深刻な政治的社会
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的課題として人びとに意識されるようになっ

た。」（同3頁）。

そして「このようにわが国では，不幸にして

悲惨な公害の発生が環境面に人びとの関心を向

けさせる発端となり，環境問題にかかわる法律

的対応は“公害対策”というかたちで展開され

ることとなった。J（同 2頁）と述ぺている。

(2）公害対策として法的に定義された公害の

概念

公害という言葉については， 「おそら く語源

的には，公害という語は，英米法でいうパブリ

ック・ニューサンス（publicnuisance）の訳語

として用いられたものと思われるが，わが国で

は，公害の概念は厳格な法律用語としてではな

く，むしろ日常語として独自の発展を遂げたた

め，その外延を広げて，広く事業活動その他の

人為によ って公衆の健康や生活に及ぼされる障

害をすべて包含する意味に用いられている。」5)

とし，その例として食品公害，薬品公害，交通

公害などを挙げている。

しかし，昭和 43に制定され昭和 45年に改正

された公害対策基本法では，その対象となる

「公害」を 「事業活動その他の人の活動に伴っ

て生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の

汚濁， 土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下，

及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る

被害が生ずることをいう。」と定義した。

それは，公害の原因を産業優先の経済体制に

あるとみた国民感情の盛り上がりのなかで，環

境汚染によらない食品公害，薬品公害等を排除

し，激甚公害の克服 （あるいは社会問題化した

公害問題の沈静化）という政策命題を法政策と

して遂行するための 「公害概念」を確立したと

いえよう 6),7).8）。

ただ，激甚公害で公害問題が終わりになった

のではなく，続いて「ノーポイントソース」の

都市型公害ないし生活公害の問題が生じている。

これは「（事業活動）その他の人の活動によっ

て生ずる相当範囲」の大気汚染，水質の汚濁で

健康の保護と生活環境の保全の範囲にあるが，

「ノ一ポイント ソース」という性格上，「排出口

主義」ではない。

2.公害防止対策

(1）被害者救済対策

公害対策基本法で定義された「公害」を基に

昭和 44年に公害に係る健康被害の救済に関す

る法律（昭和 45年2月施行）（救済法）が，昭

和 45年に公害紛争処理法がそれぞれ制定され，

昭和 48年に救済法を引き継いだ公害健康被害

補償法が制定された（なお，昭和 63年のぜん

息に係る指定疾病新規認定廃止に伴う同法の一

部改正によって公害健康被害等に関する法律に

改められている）。

また，昭和 47年の大気汚染防止法と水質汚

濁奥防止法の改正により，両法に民法の損害賠

償の特別規定として無過失責任，民法の共同不

法行為が適用される場合のしんしゃく規定及び

短期消滅時効が規定された。

(2) 排出口主義をとる大気汚染防止法 （水質

汚濁防止法では「特定事業場の排水口」）

の制定

公害防止法の典型とされる昭和 45年の改正

大気汚染防止法（以下「大防法」）は，「国民の

健康を保護するとともに生活環境を保全」する

という枠組みにおいて，大防法は「排出口から

基準値を超える排出行為を規制する『排出口主

義」」をとり，昭和 45年制定の水質汚濁防止法

（以下「水濁法」）は，「『特定事業場の排水口」

から基準値を超える 『排出水』の排水行為を規

制」している。

両法は，排出口（又は特定事業場の排水口）

における基準値違反行為に対して直罰制度（大

防法では硫黄酸化物と窒素酸化物の指定ばい煙

の総量規制基準違反にも適用）を設け，公害対

策基本法から環境基本法に引き継がれた環境基

準を改善目標としている。

さらに，環境基準未達成地域に対して昭和

48年に大防法に総量規制制度が導入されてい

る。制度導入時にその対象である指定ばい煙に
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硫黄酸化物を指定し，昭和 56年に窒素酸化物

を追加している。一方， Jj(濁法は昭和 53年に

至ってこの制度を汚濁負荷量について導入して

L、る。

総量削減制度は，環境管理的発想を制度化じ

たもので，「持続可能な発展の実現」という環

境法の究極目的に親和的な制度とされている9）。

ただ，大防法は健康項目のうち呼吸器疾患原因

物質である硫黄酸化物と窒素酸化物のみ総量削

減対象とし，水濁法は，事業場や家庭などから

の汚水・廃水で汚れた河川と海をきれいにする

ための生活環境項目の汚濁負荷総量の削減であ

って，その狙いが異なっている。

これらの措置は，「国民の健康を保護すると

ともに生活環境を保全」するという枠組みにに

おいて，激甚公害克服という政策命題の下に法

政策としてとられた総合的公害防止措置といえ

ょう。

(3）環境基本法における公害概念の位置づけ

と公害規制中心の措置

基となる公害概念については，公害対策基本

法制定のほぼ20年後，公害対策基本法を引き

継いだ環境基本法において「環境保全上の支障

のうち」という位置付けになヮたが，定義は公

害対策基本法そのままを引き継いでいる。そし

て同法21条の環境の保全上の支障を防止する

ための規制のうち，公害を防止するために必要

な規制の措置として「事業者等の遵守すべき基

準を定めること等により行う公害を防止するた

めに必要な規制の措置」を講ずることを義務と

して定めている。

なお，環境基本法は「環境への負荷」を規定

し，「人の活動により環境に加えられる影響で

あって，“環境の保全上の支障の原因”となる

おそれのあるもの」と定めている。

つまり，公害は，環境の保全上の支障のーっ

となり，環境保全上の支障の原因が環境への負

荷という構成を環境基本法はとっている。とは

いえ，いまだ公害規制中心の規定ぷりとなって

いる。このことは後述八の 5で取り上げる。

付記：条例による上乗せ規定等の措置は既に制

定されていた条例と法律との調整規定で強化措

置ではない。一方，環境基準未達成地域の新規

施設に対する特別基準，さらに，条例による上

乗せ基準に対する勧告は強化措置といえるが，

ここでは取り上げない。また自動車排出ガスの

許容限度の設定はいわゆる単体規制とされる公

害防止措置であり，当初からの制度であるが，

ここでは排出口からの排出行為に焦点を当てる

ので，ここでは取り上げない。

なお，激甚公害克服の観点からは，大防法と

水濁法のほかに，大気汚染では，人の健康に係

る公害犯罪の処罰に関する法律が制定されてい

ること，道路交通法を改正し，自動車排出ガス

の大気汚染による健康被害発生防止のための交

通規制を行なえる規定が設けられ，さらに，自

動車から排出される窒酸化物及び粒子状物質の

特定地域における総量の削減等に関する特別措

置法（自動車 NOx・PM法），平成 27年に水

銀による環境の汚染の防止に関する法律が制定

されている。水質環境で、は，生活環境保全の観

点から，湖沼水質保全特別措置法，それと平成

27年に地域振興（再生）の観点から議員立法

で改正された瀬戸内環境保全特別措置法，同じ

く同年に議員立法による琵琶湖の保全及び再生

に関する特別措置法などがあることを付記して

おく。

注

4) 注 1)参照

5) 原田公害法5頁では，公害基本法の公害の定義

は，国が緊急に対策を講じる必要がある，典型的

な公害原因を列記したものであり，理論上は，人

為による環境汚染によって生ずる被害全体を公害

とみる妨げとはならないものと考える， としてい

る0

6) 公害健康被害補償制度ではその対象を環境汚染

によるものに限定している。それは，食品公害，

薬品公害等を排除するためだったといわれている。

そのあたりの事情について原田公害法6頁では，

公害概念を広く解し，食品公害等もこれに加えよ

うとする論者の思惑には多様なものがある。企業

サイドの論者は，公害とは公的性質の強いもので

あるから公害については，公的救済を徹底すべき
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で．加害者の私的責任を追及すべきではないと主

張しこれに反し，被害者サイドからは，食品や

薬品公害など も公害に含め，公害被害の救済制度

の対象に加えるべきだとの意見があったこ とを紹

介している。

7) 吉村良一教授は， 「公害における過失責任 ・無過

失責任」立命館法学 2000年 3・4号下巻 （271・

272号）1083頁において， 当時の公害の とらえ方

について，現在の技術水準のもとでは，技術的に，

また経済的に公害をなくすには工場の建設などを

やめるほかないが，自民経済上のプラスが公害被

害者の殺生およびそれへの賠償支払いという 7 イ

ナスを補ってもはるかに大きい場合には，それを

いっさいやめさせてしまうことは得策ではないと

する主張がある一方，このよ うな公害把握を批判

し，公害をわが国の社会経済体制に関連付けて特

色づける一連の主張があるとしている。 例えば，

「公害とは都市化工業化にともな って大量の汚染物

質の発生や集積の不利益が予想される段階におい

て生産関係に規定されて，企業が利潤追求のため

に環境保全や安全の費用を節約し，大量消費生活

様式を普及し，国家 （自治体を含む）が公害防止

の対策をおこた り，環境保全の公共支出を十分に

行わぬ結果として生ずる自然及び生活環境の侵害

であって，それによ って人の健康障害又は生活困

難が生ずる社会的災害である」という主張を紹介

している。

8) 司法がとらえた公害の例として，水俣病事件第

1次訴訟地裁判決 （熊本地半lj昭和 48年 3月20日，

判例時報696号 15頁，判例タイムズ 294号 108

頁）では，企業は「万一有害であるこ とが判明し，

あるいは又その安全性に疑念を生じた場合には，

直ちに操業を中止するなどして必要最大限の防止

措置を講じ，とくに地域住民の生命 ・健康に対す

る危害を未然に防止する高度の注意義務を有する」

とし， 「“生命 ・健康を犠牲にしてまで企業の利益

を保護しなければならない理由はない”」と判示し

ている。

9) 北村環境法 144頁

三直罰適用を可能にした排出口主義

1. エンドオブアプローチと「健康保護と生活環境

保全」の枠組み

(1）健康保護と生活環境保全の枠組み

日本の公害規制のシステムの基本はエンドオ

ブノfイプアプローチである 10）。それは，ノfイ

プの先の排出口から基準値を超える排出行為を

規制する方式で，そのモテツレが大防法のばい煙

の排出の規制と水濁法の排出水の排出の規制に

なる。

そして両法の枠組みは， 「国民の健康を保護

するとともに生活環境を保全（すること」（大

防法 l条，水濁法 1条）で，それは，公害の定

義にいう 「事業活動その他の人の活動に伴っ て

相当範囲にわたる大気汚染，水質の汚濁……に

よって人の健康又は生活環境に係る被害が生ず

ること」を防止するための公害防止法になる。

両法の規制等の制度は，健康保護と生活環境

保全という枠組みに規定されている。その枠組

みには低濃度で長期環境ば く露による健康影響

が懸念される物質（有害大気汚染物質）や生活

環境の拡張解釈により水生生物環境基準が設定

されたことで， リスクレベノレや生態系保全の領

域に入り込んでいる。

(2) 特定施設からの排出規制の大防法と特定

事業場からの排水規制の水濁法の規制体系

とその特色

大防法の規制体系は， 北村喜宣教授が施設主

義とする11)特定施設の排出日からのばい煙の

排出の規制制度（第2章），平成 16年導入の揮

発性有機化合物の施設の排出口からの排出規制

と自主取組制度（第 2章の 2），粉じんに関す

る規制（第2章の 3），平成27年導入の水銀の

施設の排出口からの排出規制と 自主取組制度

（第2章の 4），平成8年導入の有害大気汚染物

質対策の推進制度（第2章の5），自動車排出

ガスの許容限度制度（第3章）の6つの規制制

度 と大気汚染状況の監視（第4章），昭和 47年

導入の無過失責任，共同不法行為におけるしん

しぞく，短期消滅時効を規定した損害賠償（第

4章の2）そして雑則（第5章），直罰を規定し

た罰則J（第6章），さらに附則には，平成8年

導入の暫定措置とした指定物質抑制基準も規定

されている。

注目されるのは，ばい煙に含まれている 7物

質の規制制度と平成8年改正で導入された北村

教授が 「特殊な規制方式」12）とする低濃度長期

ばく露による健康影響の有害大気汚染物質対策

の推進制度の仕組み，平成 16年導入の揮発性

有機化合物規制及び平成 27年導入の水銀の排

出抑制の仕組みとの関係である。

また，物質ごとに規制する仕組みをとってい
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るので， 6つの規制制度のうち粉じんに関する

規制制度（石綿の特定粉じん指定とその飛散防

止対策制度は後か ら導入）（第 2章の 3）と自

動車排出ガスの許容限度設定制度（第3章）を

除くと後から追加された制度であることがわか

る。

一方，水濁法の規制体系は，北村喜宣教授が

事業場主義とする13）特定事業場（特定施設が

ある工場又は事業場）から有害物質と生活環境

汚染項目を含む排出水の公共用水域への排出規

制lj（後に特定地下水浸透水の地下浸透規制が加

わる）（第2章〕と平成2年改正で導入された

生活排水対策制度 （第2章の 2）そして大気汚

染防止法と同様の水質汚濁状況の監視（第3

章），損害賠償（第4章），雑則（第5寧），直

罰規定のある罰則（第8章）からな っている。

都市型公害である生活排水対策制度を除けば，

当初の制度が維持されてきている。ただ有害物

質の種類が，当初の重金属類から，国際的な動

向や取り決めによって，有機塩素化合物そして

ベンセーン， 1,4－ジオキサンなどが対象となった。

さらに全亜鉛など 3項目の水生生物環境基準が

生活環境の環境基準と して設定され，亜鉛含有

量などが生活環境保全項目に設定されている。

これは生活環境の拡大解釈で対応してきている

が，大塚直教授は，生態系保全となると環境基

本法 16条 l項の改正が必要となる，としてい

る14）。

2. 直罰の適用を可能にした排出口主義

(1) 排出口を定義した大防法と直罰制との関

係ーー排出口からの公害疾病（ぜん息）原

因物質のいおう酸化物等の排出対策

大防法は，ばい煙の排出の排出口からの排出

行為を規制する方式をとり（同法 13条）， 「排

出口」について同法2条7項で定義している。

それは，「ばい煙発生施設において発生するば

い煙，揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性

有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀を大気

中に排出するために設けられた煙突その他の施

設の開口部」としている。

注目すべきは，「排出口」の定義に，当初の

ばい煙だけでな く平成 11年導入の揮発性有機

化合物と平成 27年導入の水銀まで合まれてい

ることである。北村教授は，これを 「排出口主

義」としている15）。ばい煙については，煙突

等の「開口部」において排出基準に適合しない

ばい煙を排出しではならないこととし，違反に

対して直罰が課される仕組みがと られている。

しかし事業場内の特定施設の煙突からばい煙

排出時に取締り側が瞬間値ではない基準値違反

を把握することは難しいであろう。それは総量

規制導入時に指定ばい煙に指定された硫黄酸化

物に対する総量規制基準についての直罰制も，

排出規制と同じ不作為型で規定されてはいるが，

毎時単位の測定なので技術的に無理としてい

る16）。にもかかわらず議員修正で命令前置か

ら直罰制になった。公害疾病原因物質である硫

黄酸化物の規制強化として「政治的には何らか

の意味があるのであろう が」と述ぺている17）。

ただ，平成 22年改正で 16条（ばい煙量記録

義務）違反の未記録，虚偽記録，未保存に対し

て直罰が適用されることになった（水濁法も同

様の改正）。これは， 実効性を伴わない大防法

の排出口の直罰制を補完する役割を果たしてい

るようにもみえる。

一方，排出口の定義に合まれている揮発性有

機化合物 （VOC）及び水銀については，基準

値違反に対する直罰の適用がない。その理由に

ついて，北村教授は 「voe規制は排出口主義

であり排出基準違反が明確に観念できる直罰制

にな っていないのは， voeが浮遊粒子状物質

(SPM）や光オキシダントという有害物質の生

成に係る物質にすぎないという間接性に理由が

ある。」としている18）。水銀については，法制

度を検討していた水銀大気排出対策小委員会の

平成 26年8月 18日（第5回）の議事録をみる

と，構造基準ではなく規制基準にした場合，直

罰の適用に関して，これまで行われてきた対策

から，直ちに健康に影響を及ぼすような状況で
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はないので， SOxなどのばい煙物質と同じよ

うな扱いにする必要はない旨の発言がみられた。

(2）「個別排出口主義」の水濁法

北村喜宣教授は，水質汚濁法の規制方法の強

化として，「排水基準について排水口ごとに遵

守義務を課す『個別排出口主義』を採用 して平

均値主義を廃しJ，これにより最大値である排

水基準に瞬間的に違反すればそれだけ刑事責任

を直接聞いうる直罰制」を導入した（北村340

～341頁）と述べている。

ただ，同法は，「特定事業場の排水口」を

「排出水を排出する場所」（同法8条 1項）とし

た。その場所は，大防法の煙突等の開口部とは

異なり，特定事業省から排出水が排出される公

共用水域となる。そして，判例・実務では，特

定施設に起因しない排出水でも排水基準違反罪

を構成するとし19），実効性のある仕組みとな

っている。

注

10) 西尾論文 158号 156頁参照

11) 北村環境法 393頁

12）同 389頁
13）同 393頁

14) 大塚直 『環境法BASIC〔第2版〕』有斐閣 2016

年（以下「大塚環境法」）149頁
15) 北村環境法 394員ー

16）同 394頁

17〕同 394頁

18）同 394頁

19）同 360頁

四直罰制とその課題

上述したように，「排出口」 「特定事業場の排

水口」規制（排出口主義）と瞬間値（水濁法の

み）によって構成要件が明確となり，水濁法で

は実効性ある直罰の適用が可能になっている。

直罰が適用される罰則は，両法とも同じ 6月

以下の懲役又は 50万円以下の罰金で過失も処

罰される（3月以下の懲役又は 30万円以下の

罰金）。さらに，行為者の外に法人と人に対し

て併科される。

65 

大防法では，燃焼に伴い発生するばい煙（い

おう酸化物，ばいじんそして有害物質（カドミ

ウム・塩素・ふっか窒素・鉛・窒素酸化物）の

7物質と総量規制基準が設定される指定ばい煙

（硫黄酸化物・窒素酸化物）に適用される。た

だ，機械的処理が発生原因のばいじんはと事故

時対応の特定物質（アンモニアなど 28物質）

は対象外となっている。

なお，条例による基準の上乗せが行われた場

合は，条例基準値違反に直罰が適用される。い

おう酸化物に注目してみると，条例上乗せ対象

物質として規定されていないので，法定排出基

準値違反に対する直罰の適用となるが，指定ば

い煙物質なので総量規制基準値違反に対して直

罰が課される仕組みになっている。

水質汚濁防止法で直罰が適用される有害物質

は，公害系の重金属類（8物質）から，有機塩

素系の トリクロロエチレ ン，テト ラク ロロエチ

レン，ほう素・ふっ素・硝酸性窒素・亜硝酸性

窒素 ・アンモニア系窒素， 1,4ジオキサンなど

異なる性状の異なる物質が追加され27物質に

なっている。当初の公害疾病の原因となった水

銀，カドミウムなど重金属類とともにこれらの

物質すべての排水基準値違反に直罰が適用され

ることになる。

北村喜宣教授は， 「水質汚濁防止法，大気汚

染防止法の基本制度設計は 1970年代の時代状

況を前提としている。」20）ので，現状に鑑みれ

ば「軽度の過失による一過性の排出基準違反で

生活環境への影響が少なく対応も自発的に講じ

られるような場合には直罰制の対象としないよ

うな執行法の改正をJすべきだ21）としている。

注

20), 21) 北村環境法400頁
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五総量規制基準と計画的削減という環境管理手

法を導入した総量規制制度

1 .環境管理手法を導入した総量規制制度

( 1) 二酸化し、おう と二酸化窒素の大気環境基

準未達成と指定ばい煙総量規制との連動

大防法の総量規制は，排出口主義の規制によ

っては環境基準を達成できない地域を指定して

指定ばい煙又は指定項目の総量削減を進める環

境管理手法22）である。

この制度は，昭和 48年に大防法に導入され，

硫黄酸化物を指定ばい煙とし，昭和 56年に窒

素酸化物を指定ばい煙に追加 している。 いおう

酸化物（指定ばい煙では硫黄酸化物）は公害疾

病（呼吸器疾患） 原因物質であ り， その総量規

制は激甚公害対策の一環であり，窒素酸化物は，

自動車排出ガスによ る道路沿道住民の公害問題

への対策で－ある。それは，公害系の大気環境基

準の二酸化いお うと二酸化窒素について， その

基準未達成が指定ばい煙（硫黄酸化物と窒素酸

化物）の総量規制と事実上連動する仕組みとな

っている23）。 激甚公害克服のために工夫さ れ

た仕組み といえる。

(2) 汚濁負荷量の計画的削減を進める水濁法

の総量規制制度

一方，水濁法は，昭和 53年に至ってこの制

度を導入している。 それは水質の生活環境基準

の確保が困難な閉鎖性水域である東京湾，伊勢

湾，大阪湾 （瀬戸内海を除 く） の汚濁負荷の計

画的な削減を進めるもので24），工場排水 とと

もに生活排水が関わっている。

2.知事主体の大防法総量規制の仕組み

大防法の総量規制制度は，昭和 49年の改正

大防法に よっていお う酸化物について導入され

ている。 その仕組みは， 知事が指定ばい煙 （硫

黄酸化物と窒素酸化物） ごとの指定地域におけ

る指定ばい煙総量削減計画を作成 しそれに基

づき総量規制基準を定める。指定ばい煙総量削

減計画は，大気環境基準に照らして算定した削

減目標量の達成期間 とその方法を定める仕組み

をとっている。

それは，排出口から排出されるばい煙7物質

のうち公害疾病（呼吸器疾患）に関係するいお

う酸化物と窒素酸化物に限っている。なお昭和

56年に指定ばい煙に追加された窒素酸化物に

ついては，自動車排ガス起因の削減について平

成4年に自動車から排出される窒素酸化物の特

定地域における総量の削減等に関する特別措置

法（自動車 NOx法）が制定され，その後， 平

成 13年に呼吸器疾患原因物質の粒子状物質

(PM）も 対象にした自動車 NOx・PM特別措

置法にな っている。

3.環境大臣策定の基本方針と知事策定の総量削減

計画による汚濁負荷量削減の水濁法総量規制の

仕組み

水濁法の総量規制は， 昭和 53年に至っ て同

法の改正で導入されている。それは，まず， 環

境大臣が総量削減基本方針を定める。その内容

は，水質環境基準の確保が困難な指定水域の生

活環境に係る被害が生ずるおそれある水素イオ

ンなど12項目のうち化学的酸素要求量 と窒素

又はリ ンの含有量を指定項目とし，指定水域の

水質の汚濁に関係のある指定地域 （陸域） につ

いて指定項目の汚濁負荷量の総量削減基本方針

を定める。 それには他省の所管事項も含まれて

し、る。

この総量削減基本方針に基づき， 知事が， 指

定地域の総量削減計画を定める。その内容は，

発生源別の汚濁負荷量の削減目標量， その達成

方法などとな っている。そして， 知事が，指定

地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷

量について，総量削減計画に基づき総量規制基

準を定める。これが汚染負荷量の計画削減の仕

組みである。

大防法の総量削減制度 と異な り， 基本方針を

環境大臣が定めて25），それに基づき知事が総

量削減計画を定め，国及び地方公共団体の総量

削減計画達成の努力義務を定めている。

問題は，指定項 目が化 学的酸素要求量
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(COD），窒素含有量及びりん含有量の 3項目

に過ぎず， どうみても不十分である。それに計

画と自主的取組のみによる生活排水対策の不十

分さである。

なお瀬戸内海については瀬戸内環境保全特別

措置法，閉鎖性水域である湖沼については湖沼

水質保全特別措置法が制定されている26）。

注

22) 自治体が先行実施していた制度で， 「持続可能な
発展の実現」という環境法の究極目的にも親和的
な制度と している（北村環境法 144頁）。

23) 北村環境法 137頁では，措置導入の基準を示し
たものと している。

24) 北村喜教授は，水濁法の総量規制制度のエッセ
ンスは，汚染負荷の計画的削減にあるとする（同
355頁）

25) 西尾論文 158号 160頁では，これを基本方針前
置方式と呼んでいる。それは汚濁負荷量の総量を
設定し，それを規制による分と，規制以外の対策
による削除分に割り振る効果をもっ総量削減基本
方針を前置する方式をと ったと説明している。
この方式は，陸水の閉鎖性水域である湖沼水質保

全対策特別措置法（昭和 59年法律61)に取り入
れられ， 湖沼水質保全基本方針が設けられ，その
後， 自動車NOx・PM法（平成4年法律70）にお
いても総量削減基本方針を作ることにな った，と
している。
なお，論者は， 基本方針の持つ多様な機能を とり
あげ，これまでさまざまに論じてきているが， 最
近のものとして 「促進型の政策推進型法制と基本
方針の機能 氾濫する基本方針規定と政策推進型
法制」中央ロージャーナノレ第 12巻第2号（20150

9) 171～185頁を挙げておく 。
26) 瀬戸内環境保全特別措置法は平成27年に議員立

法で一部改正された。きれいになりすぎて魚類の
生息環境上問題がある との声が背景にあったよう
だ。同時にこれも議員立法で，国の財政支援によ
る保全事業を要とする琵琶湖の保全及び再生に関
する特別措置法も制定されている。

六公害系のばい煙物質から低濃度長期ぱく露健

康影響物質まで規定した大気環境基準と水生生

物環境基準の設定で生活環境を解釈で拡大した

水質環境基準

1 .健康保護と生活環境保全という環境基準の枠組

環境基本法第 16条 l項は，大気の汚染，水

質汚濁……に係る環境上の条件について，「人

の健康を保護し，及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準Jと定めている。

規定内容は公害対策基本法のそれとかわらない。

環境基本法においても，科学的知見が十分な未

然防止原則によるものと整理されていることか

ら，科学的知見が不十分なダイオキシン類対策

特別措置法では同法に環境基準を規定している。

しかし，生物多様性基本法に予防的取組方法が

規定されたことを証左として環境基本法4条の

「未然防止を旨として」 には予防的取組方法 も

含んでいると解釈されるようになった。

ただ，平成9年ベンセ寺ン等による大気の汚染

に係る環境基準（平成9年環告4）の対象4物

質のうちジクロロメタンを除く 3物質について

は大防法の指定物質抑制基準が設定されている。

この 3指定物質とジクロロ メタ ンは， 当初のい

おう酸化物等とは性状の異なる闘値のない物質

であるが，環境基準の枠組である人の健康保護

及び生活環境保全そして科学的知見の程度にお

いても要件を満たしていることになる。

2. ばい煙7物質のうち二酸化いおうのみ環境基

準を定めたこと並びに有害大気汚染物質におい

て環境基準とともに行政措置で指定値を創設し

環境目標値を設けた意味

(1） 概要

大気環境基準については健康項目のみの 4種

類がそれぞれ時期を隔ててれ独立して設定され

ている。昭和 48年に告示された（昭和 48環告

25）二酸化いおう，一酸化炭素，浮遊粒子状物

質，光オキシダ ントの4項目，なお昭和 48年

時には一緒であ った二酸化窒素が昭和 53年に

分離して設定されている（昭和田環告 38）加。

これらは低濃度ではあるが長期ばく露によって

人の健康を損な うおそれのある有害大気汚染物

質に対して「伝統5物質」と呼ばれ，環境上の

条件を 1時間値の 1日平均としている。 また，

達成期間についても二酸化いおうでは「維持さ

れ，原則 5年以内」 となっている。

注： 大気環境基準において当初から基準が設
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定されているいわゆる伝統5物質については，

いおう酸化物，浮遊粒子状物質，光オキシダン

ト及び窒素酸化物は煙突から排出されるばい煙

規制であるが，一酸化炭素，浮遊粒子状物質及

び窒素酸化物は自動車排出ガスとして，また，

窒素酸化物は，ばい煙及び自動車排出ガスとし

て規制されている。なお，浮遊粒子状物質及び

光オキシダントは揮発性有機化合物によって非

意図的に生成されるものである（平成 26年3

月3日の中央環境審議会大気・騒音部会健康リ

スク総合専門委員会（第 15函）提出資料「有

害大気汚染物質対策について（これまでの経

緯）」。

一方，平成8年の改正大防法で導入された有

害大気汚染物質対策の推進制度において 「指定

物質Jとなったベ ンゼン， トリクロロエチレン，

テトラクロロエチレン及び指定物質になってい

ないジクロロメタン（指針値から環境基準に昇

格）の 4物質について環境基準が設定されてい

る（平成9年環告 4）。

そこでは，環境上の条件が 1年間の平均値で，

達成期間は「継続的に摂取される場合には人の

健康を損なうおそれがあることにかんがみ，将

来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止

されるようにすることを旨として，その維持又

は早期達成に努めるものとする」と規定されて

いる。さ らに，平成 21年に PM2.5問題を背景

に微小粒子状物質の環境基準が設定された （平

成 21環告 33）お）

(2) 大防法の排出口主義の狙いはぜん息発症

原因物質のいおう酸化物対策

排出口からのばい煙排出規制対象7物質のう

ち環境基準が設定されているのは，いおう酸化

物のみ（あとは自動車排出ガスの窒素酸化物）

である。これは，公害健康被害補償法の大気汚

染による指定疾病であるぜ、ん息の原因物質であ

るいおう酸化物に対する国の姿勢を示している

といえよう。

それは，大気汚染防止法の排出口からの排出

行為の規制の強化を指定ばい煙として総量規制

により二酸化いおう環境基準未達成地域の達成

を目指す仕組みをとっている。その一方で条例

の上乗せ基準の対象物質から外している。エネ

ノレギ一政策，原油の輸入政策に絡むので，地方

公共団体に規制強化の判断を任せるのを危倶し

たからといわれているお）。

(3）健康保護の枠組で低濃度長期ばく露によ

る健康影響物質の大気環境基準の設定

大気環境基準は，公害系（短期ばく露による

健康影響〕の昭和 48年告示の 4物質それに昭

和 53年告示の窒素酸化物と平成9年告示の低

濃度長期ばく露による健康影響が懸念される 4

物質の2つのカ テゴリーに分かれるが，健康保

護という枠組みを踏み越えてはいない。

ただ，公害系重金属類の環境基準には闇値が

あり，科学的知見も十分であるのに対し，低濃

度長期ばく露健康影響4物質は，関値がないの

で， 10のう乗のレベノレの基準で設定されてい

る。それゆえに大防法では，その基準を踏まえ

た規制措置ではなく，附員IJにおいて当分の問

（暫定）の措置として指定物資とその抑制基準

を規定する仕組みをとっている。

この低濃度長期ばく露影響による健康影響が

懸念される 4物質の環境基準は，有害大気汚染

物質対策推進制度において抑制基準が定められ

ている 「指定物質」（3物質）について設定さ

れているが，指定物質以外の優先取組物質につ

いても行政措置による「指針値」が一部に設定

され，未設定の優先取組物質に対して指定値の

設定を進めようとしている。「指針値」は「基

本的には，大気からの長期ばく露による健康影

響を未然に防止する観点から……設定されるも

のである」とし，ただ「環境基準とは性格及び

位置づけは異なるもの」とじている。そして，

この指針値と環境基準とを合せたものを「環境

目標値」（行政措置）としている。
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3 水生生物環境基準の設定により生活環境保全の

枠組を超えつつある水質環境基準

(1）水質環境基準の仕組み

水質環境基準は，大気環境基準の昭和 48年

告示に先立つ昭和 46年に公共用水域基準が告

示され（昭和 46年環告59），平成9年に地下

水基準が設けられている（平成9年環告示 10）。

水質環境基準にはこの 2つしかない。公共用水

域基準は健康項目と生活環境項目とがあるが，

地下水環境基準は健康項目のみとなっている。

しかも公共用水域の健康項目環境基準の原則

10倍希釈で、水質汚濁防止法の排水基準が設定

され，事実上連動している30〕。

一方，公共用水域基準の生活環境項目は，水

域群方式という，水素イオン濃度等 10項目に

ついて， 河川，湖沼及び海域ごとに利水を考慮

した水域群別に設定される方式がとられている。

（水質汚濁に係る環境基準の取り扱いについて

（平成5年9月10日環水管 120号：昭和 45年

7月22日経企水公 77号の改正）。 そして河川

では 5類型別に，湖沼では4類型と利水目的の

適応性5類型そして海域では2類型と利水目的

の適応性4類型について，それぞれ基準値が設

けられている。なお，類型へのあてはめは，一

以上の都道府県に亘る県際地域では政府が，そ

れ以外は知事が行うことになっている。

(2）水生生物環境基準の設定により生活環境

保全の枠組を超えつつある水質環境基準

平成 15年に「水生生物の生息状、況の適応性」

が河川，湖沼及び海域に設けられ，当初は全亜

鉛だけであったが，平成 24年にノニノレフ ェノ

ーノレが追加され，現在では直鎖アノレキノレベンセ

ンスホルンを含め 3項目となっている。

導入の際，「生活環境」概念をどう捉えるか

が問題とな った。大塚直教授は，①生態系保全

を含ませる，②生物の保全を含ませる，③有用

生物の保全を含ませるという 3つの選択肢が考

えられ，従来の③から， 実質的に②まで広げる

解釈に変更されたとみられる。j3D「将来的に①

生態系全体を考慮する方向へ進むべきであろう。

そしてその際は 『健康保護』及び『生活環境保

全』に限定されず 『生態系保全』を含む環境保

全の設定が可能とな るよ う，環境基本法第 16

条の改正が必要となる。」32）としている。

なお，平成 28年3月の告示で，「水生生物が

生息 ・再生産する場の適応性」，水域の底層を

生息域とする魚介類等の水生生物やその餌生物

が共存できる場を保全 ・再生するための「底層

溶存酸素量」が生活環境環境基準に追加された。

水生生物とその餌生物の共存となると生態系の

保全に近い33〕。

(3）行政措置に よる「要監視項目」の設定の

意味

「要監視項目」は，平成5年3月，水質保全

局長（当時）通知で設けられた。現在公共用水

域の健康26項目と生態系（水生生物）6項目，

さらに地下水 24項目を要監視項目としてそれ

ぞれ指針値を設定し，知事等により，水質環境

基準健康項目ととも に監視が行われている。

その通知によれば，「要監視項目」は，「人の

健康保護に関連する物質であるが，公共用水域

及び地下水等における検出状況等からみて，直

ちに水質環境基準健康項目とせず＼引き続き公

共用水域及び地下水等の検出状況など知見の集

積に努めるべきもの」として指針値が定められ

たものとしている。そして検出状況等により水

質環境基準への移行等を検討するものとし，平

成 21年に 1,4－ジオキサンが要監視項目から環

境基準に移行している。

しかしながら，平成 26年の 「水質汚濁に係

る人の健康保護に関する環境基準等について

（第 4次報告）」の 「水質環境基準健康項目基準

値及び要監視項目指針値の設定の考え方」をみ

ると， 「環境基準項目」と「要監視項目」は，

監視を行うためのリス ク評価値の異なる二つの

カテゴリーになっている。そうなると単なる環

境基準の予備軍という位置付けではなく同じ監

視という役割を分担しているといえよう。そう

でありながら， 一方は環境基準として告示によ

る法的措置であり，今一方は行政措置になって
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いる。違いは，環境基準には告示で達成期間等

が定められていることにある。

注

26) 二酸化窒素の環境基準はそれまで 0.02ppm (1 

時間値の1日平均値で達成期間は原則5年〕であ

ったが，昭和 53年に 0.04 ppm～0.06ppmのゾー

ン内又はそれ以下，達成期間は7年に改訂された。

この緩和措置に対して訴訟が提起されたが，昭和

62年 12月24日の東京高裁判決で，環境基準は行

政計画であって処分ではないこと，行政の達成目

標であ って法的拘束力を有する者ではないことか

ら搾訴棄却となった（環境法判例百選 ［第2版］

28頁の「10 二酸化窒素環境基準告示取消請求事

件」参照」
27) 当初はダイオ キシン も加わっ ていたが， ダイオ

キシン類対策特別措置法の制定により削除された。

28) その達成のための具体的措置はこれからで，一

酸化炭素についてばい煙中のばいじんと自動車排
出ガスについての規制強化が検討されている。

29) 対象から外された事情について，原田公害法

115頁では， 「おそらく いおう酸化物の規制は，国

のエネノレギ一政策，原油の輸入政策等が関連する

ので．地方公共団体が独自の判断で規制強化をは

かるのは不適当であると解したものとおもわれる」

と述べている。

30) 環境基準 と排出基準との関係について大気環境

の場合と水質環境の場合とは異なっているが，環

境基準の設定方法は行政に委ねられている。

31), 32) 大塚環境法 141頁

33) 大塚環境法 169頁では，水質環境基準の生活環

境項目については，魚介類等の生物の生息域環境

保全の観点か ら底層 （DO) （底層溶存酸素量），

海藻の生息域保全及び親水の観点から透明度を設

定することが検討されている，ことを述べている。

七無過失責任，共同不法行為におけるしんしゃ

く及び3年間の短期消滅時効という民法の特別

規定を定めた狙い一一激甚公害克服のための措

置

1 .激甚公害対策の一環としての無過失責任制度の

導入

無過失賠償責任制度が大防法・水濁法に導入

されたのは当初からではなく昭和 47年改正に

よってであった。 その当時の状況は，この年の

7月24日に津地裁四日市支部で四日市ぜん息

損害賠償事件判決が，続いて8月9日に名古屋

高裁金沢支部でイタイイタイ病事件控訴審判決

が出されている。そして翌48年に公害健康被

害補償法 （昭和 44年制定の「公害に係る健康

被害の救済に関する特別措置法」は廃止）が制

定された（同法は昭和 62年改正で「公害健康

被害の補償等に関する法律」に題名を変更）。

民事上の責任規定が行政法規に規定された理

由は， 「①無過失責任制度も，究極的には大気

の汚染（又は水質の汚濁）に関し，国民の健康

を保護することを目的としており，“行政規制

とこの制度とは相互補完の関係”にあり，②無

過失責任の対象となる物質を規制対象物質にリ

ンクさせるため，法技術的にも同じ法律の中で

規定することが適当と考えられたもの」とこの

制度を立案した環境庁（当時）は解説している34〕。

つまり， 激甚公害克服のための対応策の一環

だったということになる。

2 無過失責任，共同不法行為におけるしんしゃく

及び3年間の短期消滅時効の規定

( 1）大防法と水濁法の無過失賠償責任制度の

構成

大防法と水濁法の損害賠償の構成は，無過失

責任の規定（大防法 25条， 7.k濁法 19条），民

法 719条 l項の適用がある場合の原因寄与度の

小さい事業者に対するしんしゃく規定（大防法

25条の 2，水濁法 20条）， 3年間の短期消滅時

効（大防法 25条の 4,1.1<濁法 20条の 3）等か

ら成っている。

大防法はその対象として「健康被害物質」を

新たに定義し，それには，ばい煙（7物質），

特定物質（28物質）又は粉じん（一般粉じん

と特定粉じん（石綿））が合まれる。なお生活

環境のみの被害が生ずる政令で指定する物質は

除外するとしているが，政令指定物質はない。

一方， J)<濁法は，汚水又は廃水含有の有害物

質の排出又は地下浸透を対象としている。

(2) 無過失責任規定の評価と導入の経緯

無過失責規定については，伝統的な市民法原

理である過失責任主義を修正した 「その意義は

大きい」と評価されている35）。しかし，無過

失責任規定は大防法 ・7.k濁法の規定が最初で、は
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ない。よく引用されている昭和 14年の改正鉱

業法だけでなく，昭和 33年の水洗炭業に関す

る法律や昭和 36年の原子力の損害に関する法

律においても導入され，さらに，昭和 50年に

は油濁損害賠償保障法でも導入されているお）。

その経緯をみると，昭和 45年のいわゆる公

害国会に野党3党が無過失賠償責任に関する法

律案を提出したが審査未了で廃案になった。そ

ののち昭和 47年に環境庁（当時）が公害に係

る無過失責任に係る無過失責任制度に関する法

律案要綱を発表した。これには因果関係の推定

規定もおかれていたが，産業界の反対意見もあ

り，削除されたとしている37）。

法案の委員会審査において， 削除した理由を

質されたことに対して，大石環境庁長官（当

時）は， 「因果関係の推定の条項があろうとな

かろ うと， 結局は裁判官がこの因果関係を推定

することになります。そういうことですから，

必ずしもこれを削ったからといって，一←そう

いう因果関係の構想は初めから一部のわれわれ

の構想の中にありましたけれども，法律にそう

いうものがあるとかないとかということは，こ

れは途中の経過の問題でございまして……」と

答弁しているお）。

(3) 共同不法行為における原因寄与度の小さ

い事業者に対するしんしゃく規定と 3年間

の短期消滅時効を規定した意味

共同不法行為については四日市ぜん息損害賠

償判決 （津地裁四 日市支部昭和 47年7月24

日）で確立された判例法理を前提に，それが適

用された場合に， 「当該損害の発生に関しその

原因とな った程度が著しく 小さいと認められる

事業者がある ときは， 裁判所は，その者の損害

賠償の額を定めるについて，その事情をしんし

ゃくできる」と定めている。

この事情のしんしゃくは裁判所が判断すべき

もので，そのための「裁判所は……できる」と

したと思われる。また 3年の短期消滅時効の規

定は，民法が定める損害賠償の 3年の短期消滅

時効と同じ内容を定めている。政治的意図から

であろうか。

(4）激甚公害克服の措置としての無過失責任

等の規定

無過失賠償責任制度といわれるこの制度の仕

組や経緯をみると， 因果関係の推定は規定され

ず，過失の立証を不要とする無過失責任とした。

その一方で，原因寄与度の極めて小さい事業者

に対し，損害賠償の額を「裁判所が……しんし

ゃく できる」旨の規定そして民法と同じ3年の

短期消滅時効を定めている。

これらのことを，現在において振り返ってみ

ると，激甚公害を克服するという政策命題のも

とに無過失責任制度を導入しながら，子細にみ

ると，無過失責任の考え方やその適用範囲に一

定の枠をはめた規定内容となっていることに，

あらためて注目せざるを得ない。

j主

34) 大気汚染防止法例研究会編著「逐条解説大気汚

染防止法」（ぎょう せい 1984年） 35頁。
35) 例えば，高橋信隆編著 『環境法講義（第2版）』

（信山社2016年） 25貞などで，筆者も，これを評

価しないとする意見に，これまで接したことがな
L、。

36) 小林寛 「無過失責任における免責規定の適用安

件に関する一考察」 早稲田大学法学会誌第65巻第

1号（2014年） 255頁

37） 同255頁

38) 第68回衆議院公害対策並びに環境保全特別委員

会議録第 15号（昭和 47年 5月22日）。

八環境管理規制体系の形成に向けて一一排出口

主義からの脱出

1 .西尾哲茂教慢の述懐

環境省プロパーとして最初に同省の事務次官

に就任した西尾哲茂教授は，西尾論文 158号に

おいて，これまでの環境行政を張り返って．

「そのはじまりにおいて，典型的な形が「エン

ドオブパイプアプローチ』であったため，その

後の展開を窮屈なものとした。」39）とし「相対

的なリスク概念に基づいた対応を採リ難くし，

環境 リスクの 管理が後手に回 った感があ
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る。」40）。そこで，「かつて大気経由の有害物質

について，段階的な複数のウェイティングサー

クノレを設け，様々な情報が得られるに従ってよ

り上位のサークノレにリストアップし，終局的に

は直接規制に至る階層的システムを考えたが，

その後生まれた有害大気汚染物質の管理指針等

（大気汚染防止法の有害大気汚染物質対策の推

進と附則による指定物質抑制基準）は，理念形

のような系統的階層を備えるには至っていな

い。」41) と述懐している。

その一方，平成 16年の改正大防法で導入し

た揮発性有機化合物の排出の規制等（VOC規

制）について， 「規制には，一般的共通的ミニ

マム的な措置を取り入れるに止め，規制に加え

て，事業者の工夫による様々な自主的措置講じ

てもらって， トータノレで成績を上げる手法の導

入を指向した。」42）「これをベストミックス手法

と称して，大気汚染防止法にその趣旨を規定し

た」43）。同教授は，「残念ながらまだ 2番目が

生まれていない」44）と述べていたが，この手法

は，平成 27年の改正大坊法による水銀規制に

導入された。

他方，水濁法については，西尾教授は何も述

べていない。ただ，平成 10年に水質保全局長

（当時）の通知で「要調査項目」を設けたこと

が注目される。

2.未完成なままの有害大気汚染物質対策推進制度

( 1）特殊な規制方式

「特殊な規制方式」45）とされる有害大気汚染

物質対策の推進が平成5年の改正大防法で導入

された。

それは「継続的に摂取される場合には人の健

康を損なうおそれがある物質で大気の原因とな

るもの（ばい煙7物質のうちいおう酸化物，有

害5物質と石綿を除くばいじんと一般粉じんの

み対象）」と定義し（2条 13項），同法2章の 4

に対策の推進を定めている。

それは，「科学的知見の充実の下に，将来に

わたって人の健康に係る被害が未然に防止され

るようにすることを旨とする」08条の 21)を

指針とし，事業者の大気中への排出又は飛散の

状況把握と要な措置への自主的取組の責務 08

条の 22），国の地方公共団体と連携して汚染の

状況を把握するための調査の責務 (18条の 23),

地方公共団体の汚染状況把握のための調査の責

務 (18条の 24）及び国民の努力 (18条の 25)

を定めている。

そして同法の附則 9項に，指定物質抑制基準

を「当分の問Jの唯一の法的措置として定めて

いる。それは，早急に排出又は飛散を抑制すべ

き物質（指定物質）を大気中に排出し，又は飛

散させる 「指定物質排出施設」について，指定

物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに

排出又は飛散の抑制に関する 「指定物質抑制基

準」を定め，公表するものとする。そして知事

の勧告 （附則 10項），報告（附則 11項），環境

大臣の指示（附則 12項），報告 （附則 13項）

が規定されている。

(2) 行政措置による仕組み

実際の施策は，この指針等を踏まえて，行政

措置に よる制度が創設されている。

それは， 2条 13項の定義に該当する可能性

がある物質（現在 248）のリストを示し，それ

を絞り込んだ優先取組物質 23（当初は 22）に

ついては，同法 18条の 22の事業者の責務規定

を踏まえて自主的取組が進められている。

そして唯一の法的措置である附則 9項の指定

物質に優先取組物質のうち 3物質（当初はダイ

オキ シン類が含まれていたがダイオキシ ン類対

策特別措置法 （平成 11年法 105）で対応する

こととなり削除された。）が指定された。その

3つの指定物質とジクロロメタンの 4物質につ

いて平成9年にベンセぞン等による大気の汚染に

係る環境基準について（平成9年環告4）によ

って設定されている。

(3) 当初の仕組みの継続と 「指針値」 設定の

促進

この改正法については，施行後3年を目途と

して，政府は有害大気汚染物質に関する科学的
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知見の充実の程度，事業者による取組の成果を

総合的に勘案し，以上の仕組みについて検討を

加え，健康被害の未然の防止の観点から制度の

見直しを含め所要の措置を講ずることが附則 3

条で規定された。

これを受けて，平成 12年 12月19日に今後

の有害大気汚染物質対策のあり方について（第

6次答申）が中央環境審議会から出された。そ

こでは，平成8年 1月の中央環境審議会の中問

答申で示された「3類型の物質分類ごとに必要

な対策を段階的に講じていくという考え方につ

いて，今後とも基本的に踏襲することが適当」

となった。

それを踏まえて優先取組物質について，迅速

な指針値の設定を目指すとし，指針値と環境基

準を合せた環境目標値の達成を目指すとしてい

る。

「指針値」については，第 10答申で「環境基

本法第 16条に基づき定められる環境基準とは

性格及び位置付けは異なるものの，人の健康に

係る被害を未然に防止する観点から科学的知見

を集積し，評価した結果として設定されるもの

で，基本的には，大気からの長期的曝露による

健康影響を未然に防止する観点から設定される

ものとしている。

3. ベストミックス手法を導入した揮発性有機化合

物（VOC）規制と水銀規制

(1) ネガティブリスト方式

平成 16年改正大防法で第2章の 2に揮発性

有機化合物の排出の規制等が導入されたが， ト

ノレエンなど揮発性有機化合物を非意図的に生成

する前駆物質は，排出口から排出されるだけで

はないことから的確な仕組みが見つからず，世

界主要国の最後となった46）。浮遊粒子状物質

と光オキシダントの環境基準は昭和 48年に設

定され，「維持され又は早期に達成されるよう

努めるものとする」と定められていたが，その

ための具体的措置の導入は，平成 16年までか

かったということになる。

その仕組みはネガティブリスト方式をとヮて

いる47）。それは，浮遊粒子状物質及びオキシ

ダントの生成の原因とならない物質を政令で定

めることとし（2条4項），メタン等8物質が

定められている。

(2）規制と自主取組の組合せ

まずベストミッ クス手法の指針（趣旨）を

17条の 3で規定している。それは 「排出の規

制と事業者が自主的に行う……排出及び飛散の

抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果

的な……抑制を図ることを旨として，実施され

なければな らない」と定めている。

規制の仕組みは，揮発性有機化合物排出施設

の排出口からの排出基準を遵守した排出規制で，

60日間計画変更付きの届出制でばい煙規制と

同じ仕組みをとっている。ただ，排出口からの

排出行為の規制であるが，直罰は適用されず，

改善命令前置とな っている。

そして，自主的取組を事業者の責務として規

定している。それは「事業者は，その事業活動

に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は

飛散の状況を把握するとともに，当該排出又は

飛散を抑制するために必要な措置を講ずるよう

にしなければならない」と定めている。これが

ばい煙規制と異なるところで，全てを知る事業

者の創意工夫に期待する措置である（西尾哲茂

教授は 「“熟知”した人」としている く西尾論

文 159～160頁〉）。

(3) ベストミックス手法第2号の水銀規制

平成 27年改正大防法で第 2章の 4に水銀の

排出の規制等が定められた。いわゆる水俣条約

の圏内担保法として水銀による環境汚染の防止

に関する法律とともに制定された。

先ず，ベストミックス手法の指針（趣旨）に

ついて 18条の 21に，「条約の的確かつ円滑な

実施のため」以外は揮発性有機化合物規制の指

針と同じ文言が規定されている。

それ以外も同様の規定が定められている。異

なるのは水銀については環境基準が設けられず，

有害大気汚染物質の優先取組物質 として指針値
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が定められていた。それを規制と自主取組の組

合せ制度に移行させたことになる。

(4) ベストミック手法の意義

「適切に組み合わせる」というベスト ミッ ク

ス手法について，北村喜宣教授は，「複数の問

題解決手段がある場合に対象施設の状況に応じ

て，強制アプローチと任意アプローチを組み合

わせ， 全体と して効果的な規制を実現すること

を意味するりと評価し， 「本来は環境基本法に

明記されるべき政策のあり方であり， 他分野で

の活用が期待される」としている48）。

4. 毒性もあきらかでないいわばグレーゾーンにあ

る要調査項目

「要調査項目」は， 平成 10年6月に水質環境

局長（当時）通知で設けられた。「要調査項目」

について，水環境を経由して人の健康や生態系

に有害な悪影響を与えるおそれ（「環境 リス

ク」）はあるものの比較的大きくない，または

「環境リ スク」 は不明であるが，環境中での排

出状況や複合汚染等の観点から見て， 「環境リ

スク j に関する知見の集積が必要な物質（物質

群を含む。）」としている。

これを設けた趣旨について，環境省は次のよ

うに説明している。

「近年，多種多様な化学物質が製造・使用さ

れ，また，非意図的に生成され，環境中に放出

されている。これらの物質の中には，人の健康

や生態系に有害な影響を及ぼすものも数多く存

在する。このため，環境基準項目の設定・監

視・要監視項目の設定，排出規制等各種の対策

を講じている……が，多種多様な化学物質によ

る水環境の汚染に起因する人の健康や生態系へ

の悪影響を未然に防止する観点から・－－－－－一歩進

める必要がある。j49)

当初 300項目 を選定したが，平成 26年の見

直しで 208項目にな った。大塚直教授は，この

水環境に おける PRTR制度とと もいうべき

「要調査項目」について 「毒性も 明らかでない

いわばグレーゾーンにある物質」とし，「将来

的には，大防法と同様，事業者の自主的な取組

を促す規定がおかれる可能性もあろう。」とし

ている50）。

5. 環境管理規制措置の位置づけが不明な環境基本

法

(1) リスクレベルの環境管理規制措置の環境

基本法上の根拠が不明

上述したように，北村喜宣教授が，大防法の

揮発性有機化合物規制に導入されたベストミ ッ

クス手法について「本来は環境基本法に明記さ

れるべき政策のあり方であ（る）」とした51)。

このベストミ ックス手法，同じく大防法の有

害大気汚染物質の暫定規制と行政措置による自

主取組という 「特殊な規制方式」そして水濁法

の「要調査項目」（大塚教授は 「将来的には，

大防法と同様， 事業者の自主的な取組を促す規

定がおかれる可能性もあろう。」とする く大塚

環境法 177頁〉。） というリ スクレベルの環境管

理規制措置の環境基本法上の根拠が不明なまま

である。

(2）環境基本法の国の姿勢は公害防止措置中

J心、

環境基本法の概念構成は， 「公害」を「環境

保全上の支障」のーっと し，環境保全上の支障

の原因となるおそれがあるものを 「環境への負

荷」とする構成をとっている。

この概念構成を踏まえて，その 21条 l項で，

環境の保全上の支障を防止するための規制の措

置を講じる義務がある措置として， ①大気の汚

染，水質の汚濁……その他の行為に関し，事業

者等の遵守すべき基準を定めること等により行

う公害を防止するために必要な規制の措置 （同

項 l号）， ②公害の原因となる施設設置に関し

公害を防止するために必要な規制の措置（2

号），③自然環境の適正な保全に支障を及ぼす

おそれがある行為の支障を防止するために必要

な規制措置等を定めている。

そしてその 2項で，第 l項に定めるもののほ

か，人の健康又は生活環境に係る環境の保全上
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の支障を防止するため，前項①②の措置に準じ

て必要な規制措置を講ずる努力義務を規定して

し、る。

なお， 22条で環境の保全上の支障を防止す

る措置として経済的措置を規定しているが，努

力義務にとどめている。

桑原勇進教授は， 「規制手法とその限界」環

境法大系（商事法務， 2012年， 237頁以降，

255頁）において 21条 1項の規制措置につい

ては義務とし，「経済的措置について「講ずる

よう努めるものとする』と定めているのとは対

照的で，環境基本法に表わされている国の姿勢

には，規制措置の優先性が示されている」と指

摘している。

基本法 21条 1項の規制措置のうちでも，①

のl号は公害防止措置が定め られており，環境

基本法の国の姿勢は公害防止措置が依然として

中心であることがみてとれよう。

(3）「予防アプローチ（予防的取組方法）」に

よる具体的な手法や仕組み

揮発性有機化合物や水銀は公害系物質で，そ

れに対する規制措置は①の公害防止措置に該当

するようにもみえる。しかし，揮発性有機化合

物は，「人の健康影響との定性的関係について

は因果関係は確認されているが，定量的関係に

ついての確実な知見があるとはいえない状況に

あるj52）。また有害大気汚染物質は「健康影響

に関する科学的知見が確実になく，闇値もな

い」53）ことから，揮発性有機化合物の規制は

「予防アプローチの枠組みのもとに制度化され

たもの」54〕）で，「有害大気汚染物質への対応

は，環境リスク管理のあり方としては，予防ア

プローチに基づくものと整理できるj55）として

L、る。

水濁法の 「要調査項目」については，大塚直

教授が「毒性不明のいわばグレーゾーン」にあ

る物質問で，環境省の説明によれば「多種多

様な化学物質による水環境の汚染に起因する人

の健康や生態系への悪影響を未然に防止する観

点から……一歩進める必要がある。」としたこ

とから，「予防アプローチ」に基づく対応であ

ろう。

このような環境基本法4条の「未然防止を旨

として」に合まれるとされ，生物多様性基本法

3条3項に規定された「予防アプローチ（予防

的取組方法）Jによる具体的な手法や仕組みが

環境基本法には規定されていないことが基本的

な問題である。

(4）環境管理規制体系の形成に向けて

大塚直教授は，その著書 「環境法BASIC〔第

2版〕』 （有斐閣2016年） 15頁の 「ColumnI o 

『危険』と『リスク』」 で，「概念を分けること

（公害〈危険〉とリスク）による長所，短所を

含め，この点を検討することはわが国に残され

た課題である。」としている。

リスクを法概念としてどう定義するかは別と

して，必要なのは，環境基本法に，環境保全上

の支障の防止として，例えば，北村教授が主張

するように，ベストミックス手法（環境基本計

画では言及済み）を政策のあり方として規定す

ることであろう。さらに有害大気汚染物質対策

の自主取組推による計画的推進については経済

的措置を組み込んだ仕組みにするとともに，大

塚教授が将来的な自主取組導入可能性を指摘し

ている水濁法の要調査項目に対する根拠となり

得る規定も整備すべきであろう。

一方において，「健康影響と生活環境保全」

の枠組について， 「健康影響」には，公害系の

ばい煙のような短期ばく露影響から有害大気汚

染物質の低濃度長期ばく露影響まで含まれる。

他方，生態系影響を考えなければな らない「生

活環境保全」については，環境基本法の改正が

求められる。さらに，この枠組形成の基であり，

これまでの大命題であヮた 「公害」をどう維持

し，位置付けていくかということも大きな課題

である。

付記・大気汚染防止法と水質汚濁防止法のリス

ク規制については，既に本紀要（「神奈川ロー

ジャーナノレ」）第8号 2015年で「大気汚染防止
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法と水質汚濁防止法の実相と諸相」を，そして

2016年の環境法政策学会誌『化学物質の管理』

で「行政措置を活用した大気汚染防止法と水質

汚濁防止法のシステムの実態そしてその変容と

今後の方向 ノfラダイム変化の萌芽Jを論じ

た。本稿は，その後の研究を踏まえて論じたが，

不十分で課題を残した。さらに研究を深め，機

会をあらためて論ずることにしたい。

注

39) 西尾論文 158号 156頁

40）同 163頁

41) 同 158頁

42)' 43) ' 44） 同 159頁
45) 北村環境法 389頁

46) 西尾論文 158頁

47) 北村論文 388頁

48）同 389頁
49) 平成 10年 6月5日付環境省報道発表資料「『水

質環境保全に向けた取組のための要調査項目リス

ト』について」

50) 大塚環境法 169頁

51) 北村環境法 389頁

52) 同 77頁なお 388頁も参照

53）同 77頁

54）同 388～389頁

55）同 391頁～392頁

56) 大塚環境法 169頁


	img059
	img060
	img061
	img062
	img063
	img064
	img065
	img066
	img067
	img068
	img069
	img070
	img071
	img072
	img073
	img074
	img075
	img076

